
給与支払報告書提出の 

手引きとポイント 

 

 

 

給与支払報告書の提出は 

令和６年１月３１日（水）まで 

エルタックスや郵送での早めの提出に 

ご協力をお願いいたします。 
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特別徴収の仕切紙 

１．給与支払報告書の提出の仕方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵送や窓口で給与支払報告書を提出するときは、必ず仕切紙を使用して提出してくださ

い。仕切紙は、税務署から送られる年末調整書類に同封して送付しているほか、士別市税

務課の窓口でもお渡しできます。 

※詳しい方法は次のページをご確認ください。 

給与支払報告書の総括表は、提出され 

た報告書の枚数や、徴収方法を確認する 

うえで必要です。右の図を例に作成し提 

出てください。 

・指定番号～士別市が附番する７桁の 

      特別徴収義務者指定番号 

（新規・不明の場合は空欄） 

 ・受給者総人員～すべての従業員数 

 ・報告人員～士別市に給与支払報告書 

を提出する従業員数 

 個人事業主の方は、提出の際に個人番 

号（マイナンバー）を確認します。窓口 

で下記の書類を提示してください。郵送 

の場合は、書類のコピーを添付してくだ 

さい。 

 

 

  

給与支払報告書（総括表） 

令和６年度に個人住民税を特別徴収する 

従業員の給与支払報告書（個人別明細書） 

普通徴収の仕切紙 

令和６年度に個人住民税を普通徴収で納める

従業員の給与支払報告書（個人別明細書） 

【給与支払報告書提出時に提示する書類】 

①マイナンバーカード 

②通知カードと本人確認書類（運転免許証など） ※①を持っていない場合 

同上 

総務 

士別 花子 



2 

■特別徴収で報告する場合 

 

 

 

 

 

 令和６年度（６月～翌年５月分）の個人住民税 

を特別徴収（給与から天引き）する従業員は、右 

の仕切紙を使用して報告してください。 

 特別徴収対象者は提出時点ではなく、令和６年 

度に特別徴収する従業員です。 

 ５月 31日までに退職することが決まっている 

方は普通徴収者で報告します。 

 

 

 

■普通徴収で報告する場合 

 

 

 

 

 

 右の赤枠で示した理由に当てはまる方は、普通 

徴収にすることができます。 

 郵送や窓口で提出する場合は、個人別明細書の 

摘要欄に右の図の符号や理由を記載し、仕切紙に人 

数を記載します。 

エルタックスの場合は、摘要欄に理由を記載し、 

下の赤枠の欄にチェックを入れます。 

 チェックがない場合は、自動的に特別徴収で報 

告されます。 

  

所得税を源泉徴収した従業員の 

個人住民税は原則特別徴収です 

 

 

普通徴収で提出する場合は 

理由を必ず記載してください 
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■エルタックスで報告する場合 

 エルタックスは、給与支払報告書の作成・提出を自宅やオフィスからオンラインで行う

ことができ、提出先の市区町村や税務署へ一括で送信できます。 

 お使いの給与システムがエルタックスに対応している場合は、作成した給与データを利

用し提出できます。給与システムがない場合も、無料のエルタックス対応ソフト「ＰＣデ

スク」で作成できます。詳しくはエルタックスホームページをご確認ください。 

 

２．個人番号（マイナンバー）の記載 

 士別市では、提出された給与支払報告書に記載の受給者や被扶養者など、全ての方を住

民基本台帳で確認し、特定する作業を行っています。 

個人別明細書には「氏名」「１月１日現在の住所」「生年月日」を記載いただきますが、

中には記載内容が住民基本台帳と違う場合や、同姓同名の方がいて本人の特定が困難な場

合があります。 

 マイナンバーの記載があると、本人の特定作業が容易に・確実にできるようになります

ので、下の図のとおり対象者全員のマイナンバーの記載をお願いします。 

 

  

給与受給者本人の 

マイナンバー 

・控除対象配偶者 

・控除対象扶養親族 

・16歳未満の扶養親族 

のマイナンバー 
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３．気をつけてほしいポイント 

  

■前職分の給与の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■扶養親族や障がい者の人数の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前職分の「会社名」「退職年月日」「支払金額」「源泉徴収税額」

「社会保険料等の金額」を記載します 

〇                                   １      ２         １ 

（例）会社名：サフォークランド株式会社  退職日：Ｒ５年３月 31日 
支払金額：800,000円 源泉徴収税額：8,500円 社会保険料：50,000円 

前職分の給与を含めて年末調整した場合、個人別明細書の摘要欄に前職

分給与の情報を記載してください 

住民税は前職分と現在の給与を合算して計算するため、実際より多く課税

されるおそれが・・・過去には１３万円多く課税された事例もあります 

摘要欄に記載がないと・・・ 

控除対象者の有無、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族、障害者の

人数の内訳を記載してください 

記載された扶養控除額や障害者控除額、源泉徴収税額が正しいかどうか確

認することができません 

内訳の記載がないと・・・ 
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■生命保険料の金額の内訳の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅借入金等特別控除額の内訳の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1           3   9   15            住         １５，０００，０００ 

150,000 

生命保険料の控除額だけでなく「新／旧生命保険料」「介護保険料」「新／

旧個人年金保険料」の金額を記載してください 

住民税の生命保険料控除額は、それぞれの金額から再計算する必要がある

ため、正しい控除額が確認できません 

金額の記載がないと・・・ 

「住宅借入金等年末残高」と「住宅借入金等特別控除可能額」を必ず記載

してください 

住宅借入金等特別控除額が所得税から引ききれず住民税から引くことが

できる場合でも、この２項目の記載がないと控除できません 

 

これらの項目の記載がないと・・・ 

記載がないと本来より多く課税されるかも・・・ 
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■年金から特別徴収された保険料の記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■租税条約の適用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「租税条約に関する届出書」の提出期限は３月 15日（金）までです。 

※「租税条約に関する届出書」がない場合は、「租税条約の規定による個人市・道民税の免 

除に関する届出書」を提出してください。様式は士別市ホームページ「外国人にかかる 

個人市民税」からダウンロードできます。 

  

年金から天引きされた社会保険料を年末調整に含めて計算した場合は、

摘要欄に記載してください 

給与と年金から社会保険料を二重で控除する可能性が・・・ 

年の途中で誤りが判明した場合、従業員への通知など事業所の皆さんの事

務負担にもつながります 

 

摘要欄への記載がないと・・・ 

（例）公的年金から特別徴収された社会保険料  10,000円 

（例）租税条約〇〇条該当 

租税条約の適用を受ける従業員も給与支払報告書の提出が必要です 

《士別市へ提出する書類》 

  ・給与支払報告書 

  ・「租税条約に関する届出書」の写し 

個人別明細書の摘要欄に赤書きしてください 
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４．その他のお知らせ 

 

■従業員の住所の記載について 

 従業員の１月１日現在の「住民基本台帳（住民票）上の住所」と「実際の居住地（一時

的な居住は除く）」が異なる場合は、摘要欄に「住民基本台帳上の住所」を記載し、実際の

居住地の市区町村に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■青色事業専従者の給与支払報告書の提出について 

 個人事業主の方で、青色事業専従者へ給与を支払っている場合は、給与支払報告書を提

出する必要がありますが、提出されていない事業主の方が多数見受けられます。 

 事業主の方が確定申告などで報告している場合でも、給与支払報告書を提出する必要が

ありますので、忘れずに提出してください。 

 

■従業員（納税義務者）の個人住民税の税額通知が電子データで受け取り可能に 

 これまでは希望する事業所に対し、事業所（特徴義務者）への税額通知の電子データを

エルタックスで送信していましたが、令和６年度から、従業員（納税義務者）へ配布する

税額通知も電子データに対応します。 

 電子データでの配布を希望する事業所は、給与支払報告書の総括表の必要事項にチェッ

クを入れ、エルタックスで提出してください。 

 また、令和６年度から事業所（特徴義務者）の税額通知について、副本データの送信が

廃止されます。そのため、事業所へ配布する税額通知は次のとおりになりますので、ご承

知おきください。 

 

 

 

 

 

 

①特徴義務者用税額通知（データ）＋納税義務者用税額通知（データ） 

②特徴義務者用税額通知（データ）＋納税義務者用税額通知（書面） 

③特徴義務者用税額通知（書面）＋納税義務者用税額通知（データ） 

④特徴義務者用税額通知（書面）＋納税義務者用税額通知（書面） 

※従業員別に配布方法を変更することはできません。 

 

《１月１日現在士別市に住んでいる場合》 

摘要欄：住基上の住所を記載 

提出先：士別市 

（例）住基上の住所：名寄市西〇〇条南△△丁目 


